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◇写真は一部修正してあります。

検索麗寿会

運動会も無事に終わり、紅葉の綺麗な時期になりました。

施設の周りも木々が色濃く表情を変えて、目を楽しませてくれます。

今年も、あとわずかですが、ご利用者様と一緒に楽しんだり、創作活動

をしたり、身体を動かしたりと、ご利用者様と共に歩んだ一年でした。

ご利用者様の望むデイでの生活を出来る限り支援したいと考えています。

１１月のボジョレーヌーボ

解禁日のおやつに出されたのは

葡萄をあしらった和菓子で

「かわいい」と評判でした☆

今月は芸術の秋らしく、カレンダーとフロアに

飾る作品に力を入れました。

細かい作業も皆さんお手の物で、すいすいと

完成にしました！

森デイサービスの

フロアでは最近

季節の花々に癒されます(*^^*)

カレンダーとは別に

クリスマスらしい

壁に飾るツリーを

貼っています。



◆森デイサービスの取り組み 検索麗寿会

ふれあいの森居宅介護支援より

グループホーム

グループホームとは、認知症（痴呆症）の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱えた
高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら１ユニット（５～９人）で共同生活する介護
福祉施設です。
特に介護関連の場合、認知症高齢者のための住まいとして「認知症対応型老人共同生活援
助事業」と呼ばれ、家庭に近い環境で、入居者の能力に応じてそれぞれが料理や掃除など
の役割を持ちながら、自立した生活を送ります。認知症にかかっている高齢者が入居を検

討する施設としては、最初に名前が上がってくるものでもあります。

社会的に、高齢化が進み認知症高齢者の数も増えてきた昨今。その情勢に合わせるように
グループホームの数もゆるやかにではありますが増加傾向にあります。
入居対象となるのは原則65歳以上、「要支援２」または「要介護１」以上の介護認定を受
けている方で、施設の所在地と同じ市区町村の住民の方になります。グループホームは地
域密着型サービスのひとつですので、施設と同一地域内に住民票がある方が対象となって
います。


